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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オーディオ信号を出力する第１のオーディオプレーヤ及び第２のオーディオプレーヤと、
家屋内への侵入者を検知するセンサーと、有線又は無線によるネットワークを介して前記
オーディオプレーヤの動作を制御するリモートコントローラとを備えるオーディオシステ
ムにおいて、
前記リモートコントローラは、
防犯機能プログラムを含んだアプリケーションソフトウェアを記憶する第１の記憶部と、
前記第１の記憶部に記憶されたアプリケーションソフトウェアが起動された場合に起動さ
れたアプリケーションソフトウェアに応じた情報表示や各種の選択キーの表示を行う表示
部と、
前記選択キーが選択されたことを検知し、選択された前記選択キーに対応した指令信号を
出力する操作部と、
前記操作部により出力された前記指令信号を入力し、入力された前記指令信号を、有線又
は無線によるネットワークを介して、前記第１のオーディオプレーヤ及び前記第２のオー
ディオプレーヤに送信する第１のネットワークインターフェース部と、
前記防犯機能プログラムを有効化する操作キーと、
前記リモートコントローラ全体の動作を制御する第１の制御部とを備え、
前記センサーは、家屋内への侵入者を検知する検知部と、
前記検知部が家屋内への侵入者を検知した場合に侵入者を示す検知信号を出力する検知信
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号出力部とを備え、
前記第１のオーディオプレーヤ及び前記第２のオーディオプレーヤは、
前記リモートコントローラが送信した前記指令信号を受信する第２のネットワークインタ
ーフェース部と、
前記センサーが出力した侵入者を示す検知信号を入力する外部入力部と、
オーディオデータをデコードして得られた音声信号を出力するオーディオ再生部と、
前記オーディオ再生部が出力した音声信号を入力し、入力した音声信号を物理振動に変換
して前記オーディオプレーヤの外部へ放音するスピーカ部と、
人間の声を模した音声データを記憶する第２の記憶部と、
前記オーディオプレーヤ全体の動作を制御する第２の制御部とを備え、
前記第１のオーディオプレーヤは、前記リモートコントローラの前記操作キーにより防犯
機能プログラムが開始されて、前記第１のオーディオプレーヤの前記外部入力部が前記セ
ンサーから出力された侵入者を示す検知信号を入力した場合、有線又は無線によるネット
ワークを介して接続された前記第２のオーディオプレーヤに侵入者を示す検知信号を送信
し、
前記第２のオーディオプレーヤは、前記第１のオーディオプレーヤから前記検知信号を受
信した場合、前記第２の記憶部に記憶された人間の声を模した音声データを再生し、再生
して得られた音声信号を物理振動に変換し、外部へ放音する
ことを特徴とするオーディオシステム。
【請求項２】
請求項１記載のオーディオシステムにおいて、
前記第１のオーディオプレーヤは、前記リモートコントローラの前記操作キーにより防犯
機能プログラムが開始されて、前記第１のオーディオプレーヤの前記外部入力部が前記セ
ンサーから出力された侵入者を示す検知信号を入力した場合、有線又は無線によるネット
ワークを介して、前記リモートコントローラに、侵入者を示す検知信号を送信するように
制御することを特徴とするオーディオシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、オーディオプレーヤを備えたオーディオシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、メディアサーバに記録されているオーディオデータを、無線ＬＡＮ等で接続され
た複数のワイヤレスオーディオプレーヤから出力するワイヤレスオーディオシステムが知
られている（例えば、特許文献１参照）。このような従来のワイヤレスオーディオシステ
ムは、メディアサーバに記録された複数種類のソースからのオーディオデータを同時に受
信し、家屋内に設置されネットワーク接続されている他の複数のワイヤレスオーディオプ
レーヤにそれぞれ異なるソースからのオーディオデータを送信したり、また、他の複数の
ワイヤレスオーディオプレーヤに同じソースからのオーディオデータを送信することが可
能となっている。
【０００３】
一方、現在、家屋の住人が外出している留守中に、当該家屋に不正に侵入して窃盗を行う
空き巣が横行している。このような空き巣による被害を防止するための対策として、例え
ば、留守宅への空き巣の侵入時に、玄関錠の異常作動を検知して部屋の中に設置された複
数の警報装置が警告音を発することにより、侵入者を威嚇して退散させることで被害を未
然に防ぐホームセキュリティシステムが知られている（例えば、特許文献２参照）。防犯
の観点から、このようなセキュリティシステムのニーズは非常に高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】米国特許第７９８７２９４号公報
【特許文献２】特開２００２－１９００７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
前述したような、空き巣対策としての従来のホームセキュリティシステムを家屋に設置す
る場合、例えば玄関錠の改造等が必要となり、特に、賃貸住宅では、一般に家屋の改造工
事が自由にできないため、セキュリティシステムの設置に制約が課される。また、警報装
置等を家屋に設置するためには、新たに警報装置を購入する必要があり、これらの設備費
用が嵩むという問題もある。
本発明は、特別な防犯用装置を購入し設置工事を行う必要なく、ホームセキュリティシス
テムの構築を可能とするオーディオシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、オーディオ信号を出力する第１のオーディオプレーヤ及び第２のオーディオ
プレーヤと、家屋内への侵入者を検知するセンサーと、有線又は無線によるネットワーク
を介して前記オーディオプレーヤの動作を制御するリモートコントローラとを備えるオー
ディオシステムにおいて、前記リモートコントローラは、防犯機能プログラムを含んだア
プリケーションソフトウェアを記憶する第１の記憶部と、前記第１の記憶部に記憶された
アプリケーションソフトウェアが起動された場合に起動されたアプリケーションソフトウ
ェアに応じた情報表示や各種の選択キーの表示を行う表示部と、前記選択キーが選択され
たことを検知し、選択された前記選択キーに対応した指令信号を出力する操作部と、前記
操作部により出力された前記指令信号を入力し、入力された前記指令信号を、有線又は無
線によるネットワークを介して、前記第１のオーディオプレーヤ及び前記第２のオーディ
オプレーヤに送信する第１のネットワークインターフェース部と、前記防犯機能プログラ
ムを有効化する操作キーと、前記リモートコントローラ全体の動作を制御する第１の制御
部とを備え、前記センサーは、家屋内への侵入者を検知する検知部と、前記検知部が家屋
内への侵入者を検知した場合に侵入者を示す検知信号を出力する検知信号出力部とを備え
、前記第１のオーディオプレーヤ及び前記第２のオーディオプレーヤは、前記リモートコ
ントローラが送信した前記指令信号を受信する第２のネットワークインターフェース部と
、
前記センサーが出力した侵入者を示す検知信号を入力する外部入力部と、オーディオデー
タをデコードして得られた音声信号を出力するオーディオ再生部と、前記オーディオ再生
部が出力した音声信号を入力し、入力した音声信号を物理振動に変換して前記オーディオ
プレーヤの外部へ放音するスピーカ部と、人間の声を模した音声データを記憶する第２の
記憶部と、前記オーディオプレーヤ全体の動作を制御する第２の制御部とを備え、前記第
１のオーディオプレーヤは、前記リモートコントローラの前記操作キーにより防犯機能プ
ログラムが開始されて、前記第１のオーディオプレーヤの前記外部入力部が前記センサー
から出力された侵入者を示す検知信号を入力した場合、有線又は無線によるネットワーク
を介して接続された前記第２のオーディオプレーヤに侵入者を示す検知信号を送信し、前
記第２のオーディオプレーヤは、前記第１のオーディオプレーヤから前記検知信号を受信
した場合、前記第２の記憶部に記憶された人間の声を模した音声データを再生し、再生し
て得られた音声信号を物理振動に変換し、外部へ放音することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、特別な防犯用装置を購入し設置工事を行う必要なく、ホームセキュリテ
ィシステムの構築を可能とするオーディオシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】本発明の一実施例に係るワイヤレスオーディオシステムの概略構成図である。
【図２】ワイヤレスオーディオシステム１を構成するリモートコントローラ３の概略構成
図である。
【図３】ワイヤレスオーディオシステム１を構成するワイヤレスオーディオプレーヤ６の
概略構成図である。
【図４】各部屋においてワイヤレスオーディオプレーヤ６が窓開閉センサに接続された状
態を示す概略構成図である。
【図５】ワイヤレスオーディオシステム１の防犯機能の動作フローに関する図である。
【図６】リモートコントローラ３上の表示部７に表示される侵入検知情報通知画面に関す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。以下、本発明の実施されるオー
ディオシステムを構成する各装置は、相互に無線接続により通信するものとして説明する
が、接続方法はこれに限られず、例えば、各装置は有線接続により通信する構成としても
よい。
【００１３】
図１は、本発明の一実施例に係るワイヤレスオーディオシステム１の概略構成図である。
図示するように、本実施の形態にかかるワイヤレスオーディオシステム１は、ワイヤレス
オーディオプレーヤ６－１～６－４（以下、単にワイヤレスオーディオプレーヤ６とも呼
ぶ）を備え、これらは、Ｗｉ－Ｆｉ（ワイファイ、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ
）ルータ等のアクセスポイント５及びＷＡＮ、ＬＡＮ等のネットワーク４を介して、メデ
ィアサーバ２に接続されている。なお、図１では、ワイヤレスオーディオシステム１が４
台のワイヤレスオーディオプレーヤ６を備える場合を例示しているが、ワイヤレスオーデ
ィオシステム１は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６を１台以上備えるものであればよい
。
【００１４】
メディアサーバ２は、ワイヤレスオーディオシステム１に楽曲のオーディオデータを提供
する。ここで、メディアサーバ２は、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ）等の非可逆圧縮データ、ＣＤ－ＤＡ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｕｄｉｏ）等の無圧縮データ等のいわゆるローレゾリューションオーディオデータに
加えて、ローレゾリューションオーディオデータより高品質の（より大きな帯域を必要と
する）、ＦＬＡＣ（Ｆｒｅｅ　Ｌｏｓｓｌｅｓｓ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｅｃ）等の可逆圧
縮データ、ＦＬＡＣ　Ｕｍｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ等の無圧縮データ等のハイレゾリューシ
ョンオーディオデータを提供するものとする。
【００１５】
図２は、ワイヤレスオーディオシステム１を構成するリモートコントローラ３の概略構成
図である。図示するように、リモートコントローラ３は、汎用の携帯電話装置またはスマ
ートフォンであって、表示部７、操作部８、記憶部９、制御部１０及びネットワークイン
ターフェース部１１を備えている。
【００１６】
ネットワークインターフェース部１１は、Ｗｉ－Ｆｉ等の無線通信手段によってワイヤレ
スオーディオプレーヤ６等の他の装置と相互に情報通信を行う。
【００１７】
制御部１０は、表示部７、操作部８、記憶部９、ネットワークインターフェース部１１等
のリモートコントローラ３の全体の動作を制御する。
【００１８】
表示部７は、記憶部９に記憶されたアプリケーションソフトウェアが起動された場合、起
動されたアプリケーションソフトウェアに応じた情報表示や各種選択キーの表示を行う。
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操作部８は、タッチパネルから成り、各種選択キーがタッチされると、当該選択キーが選
択されたことを検知し、選択された選択キーに対応した指令信号をネットワークインター
フェース部１１に出力する。なお、操作部８は、タッチパネルから成るものに限らない。
例えば、操作部８は、押釦から成るものとし、選択キーに対応した押釦が押下されると、
当該選択キーが選択されたことを検知し、選択された選択キーに対応した指令信号をネッ
トワークインターフェース部１１に出力する構成としてもよい。
【００１９】
記憶部９は、ネットワークインターフェース部１１による通信手段、図示しない信号入力
部を介して入力したオーディオ信号やワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作に関するア
プリケーションソフトウェアを記憶する。
また、記憶部９は、各部屋に設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号を記
憶する。各部屋に設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号は、例えば、「
Ａ社製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０００１」「Ａ社製オーディオプレーヤ　シ
リアル番号：０００２」「Ａ社製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０００３」「Ａ社
製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０００４」といった情報である。制御部１０は、
ネットワークインターフェース部１１が、各ワイヤレスオーディオプレーヤ６と通信を行
い、各ワイヤレスオーディオプレーヤ６が有する個体番号を取得するよう制御する。また
、制御部１０は、ネットワークインターフェース部１１が各ワイヤレスオーディオプレー
ヤ６から個体番号を取得した場合、個体番号を記憶部９に記憶するよう制御する。また、
制御部１０は、記憶部９に記憶された各ワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号を、
表示部７に一覧表示するよう制御する。制御部１０は、特定のワイヤレスオーディオプレ
ーヤ６の個体番号を示すキーを選択する操作が操作部８で行われた場合、当該ワイヤレス
オーディオプレーヤ６と通信を開始するように制御する。このことにより、リモートコン
トローラ３によって、ネットワーク４及びアクセスポイント５を介して接続された複数の
ワイヤレスオーディオプレーヤ６の中から特定のワイヤレスオーディオプレーヤ６を選択
して、当該選択されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の動作を後述するようにリモート
コントローラ３によって制御することが可能となる。
【００２０】
リモートコントローラ３の記憶部９に記憶された各ワイヤレスオーディオプレーヤ６の個
体番号は、任意の情報に書き換えることが可能である。
例えば、ユーザーは、特定の個体番号を有するワイヤレスオーディオプレーヤ６が家屋内
のリビングルームに設置されていることを目視で確認した場合、当該ワイヤレスオーディ
オプレーヤ６の個体番号を「リビングルームのオーディオプレーヤ」という文字情報に書
き換えることができる。
または、例えば、ワイヤレスオーディオプレーヤ６がＧＰＳ受信部を備えるものとし、Ｇ
ＰＳ受信部は、ＧＰＳ衛星が送信する当該ワイヤレスオーディオプレーヤ６の位置情報を
受信するものとする。ワイヤレスオーディオプレーヤ６の制御部は、ＧＰＳ受信部が受信
した位置情報をリモートコントローラ３に送信するよう制御する。リモートコントローラ
３は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６が送信した位置情報を受信し、記憶部９は受信し
た位置情報を記憶する。表示部７は、記憶部９に記憶されたワイヤレスオーディオプレー
ヤ６の位置情報を表示する。これにより、ユーザーは、表示部７においてワイヤレスオー
ディオプレーヤ６の位置情報を参照して当該個体番号を有するワイヤレスオーディオプレ
ーヤの家屋内における位置を知ることができるため、当該個体番号を有するワイヤレスオ
ーディオプレーヤ６が家屋内のいずれの部屋に設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ
６であるかを部屋まで目視確認しに行かずとも、当該個体番号情報を有するワイヤレスオ
ーディオプレーヤ６が、例えばリビングルームに設置されていることを認識することが可
能となる。これにより、当該ワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号を、例えば、「
リビングルームのオーディオプレーヤ」という文字情報に書き換える作業が、より簡単に
行えることとなる。
【００２１】
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図３は、ワイヤレスオーディオシステム１を構成するワイヤレスオーディオプレーヤ６の
概略構成図である。図示するように、ワイヤレスオーディオプレーヤ６は、外部入力部１
２、記憶部１３、オーディオ再生部１４、スピーカ部１５、制御部１６、ネットワークイ
ンターフェース部１７及び電源部１８を備えている。
【００２２】
制御部１６は、外部入力部１２、記憶部１３、オーディオ再生部１４、スピーカ部１５、
ネットワークインターフェース部１７等のワイヤレスオーディオプレーヤ６の全体の動作
を制御する。
【００２３】
ネットワークインターフェース部１７は、無線あるいは有線ＬＡＮ等の通信により、図１
に示すアクセスポイント５を介してネットワーク４に接続されたメディアサーバ２、リモ
ートコントローラ３、及び他のワイヤレスオーディオプレーヤ６と通信するためのインタ
ーフェースである。ネットワークインターフェース部１７は、アクセスポイント５及びネ
ットワーク４を介してメディアサーバ２から楽曲のオーディオデータをダウンロードする
。
【００２４】
記憶部１３は、ネットワークインターフェース部１７が、アクセスポイント５及びネット
ワーク４を介してメディアサーバ２からダウンロードした楽曲のオーディオデータを記憶
する。制御部１６は、記憶部１３に記憶されたオーディオデータをオーディオ再生部１４
に出力するように制御する。また、制御部１６は、記憶部１３に記憶されたオーディオデ
ータをワイヤレスオーディオプレーヤ６－２～６－４に無線送信しても良い。
【００２５】
オーディオ再生部１４は、記憶部１３から出力されたオーディオデータをデコードして得
られた音声信号をスピーカ部１５に出力する。
【００２６】
スピーカ部１５は、振動板、コイル及び磁石から成り、オーディオ再生部１４から出力さ
れた音声信号を磁石付近に設置されたコイルに流すことで、コイル及びコイルに接続され
た振動板が振動してワイヤレスオーディオプレーヤ６の外部へ放音する。
【００２７】
外部入力部１２は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６以外の外部オーディオ再生装置、例
えば、図示しないポータブルオーディオプレーヤが出力するオーディオデータを入力する
。制御部１６は、外部入力部１２が入力したオーディオデータを記憶部１３に記憶し、記
憶部１３に記憶されたオーディオデータは、オーディオ再生部１４に出力され、オーディ
オ再生部１４は、記憶部１３から入力したオーディオデータをデコードして得られた音声
信号をスピーカ部１５に出力するよう制御し、スピーカ部１５はオーディオ再生部１４か
ら出力された音声信号を磁石付近に設置されたコイルに流すことでコイル及びコイルに接
続された振動板を振動させワイヤレスオーディオプレーヤ６の外部へ放音する。
【００２８】
電源部１８は、図示しない電源ケーブルを介して、ＡＣ電源１９からワイヤレスオーディ
オプレーヤ６の動作に必要となる電源の供給を受ける。
【００２９】
次に、リモートコントローラ３とワイヤレスオーディオプレーヤ６が無線通信手段によっ
て接続されている状態において、リモートコントローラ３によってワイヤレスオーディオ
プレーヤ６の動作を制御する場合の構成について説明する。
【００３０】
先ず、リモートコントローラ３の記憶部９にワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作に関
するアプリケーションソフトウェアを予め記録した状態で、当該アプリケーションソフト
ウェアを起動する。リモートコントローラ３の制御部１０は、当該アプリケーションソフ
トウェアが起動することにより、リモートコントローラ３の表示部７がワイヤレスオーデ
ィオプレーヤ６の操作に関する操作キーを表示するように表示部７を制御すると共に、操
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作部８によるワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作に関する指令を受け付けるように操
作部８を制御する。制御部１０は、操作部８が操作されることによりオーディオ信号の曲
の選択、再生開始、再生停止、オーディオ信号の音量及び音質の変更等の各種指令信号を
ネットワークインターフェース部１１に出力するよう制御する。ネットワークインターフ
ェース部１１は、制御部１０から出力された当該各種指令信号をワイヤレスオーディオプ
レーヤ６のネットワークインターフェース部１７に送信する。ワイヤレスオーディオプレ
ーヤ６の制御部１６は、ネットワークインターフェース部１７が、当該指令信号を受信す
ると、当該指令信号に応じて、指令信号の曲の選択、再生開始及び再生停止を行うように
オーディオ再生部１４を制御し、また、スピーカ部１５に出力するオーディオ信号の増幅
値及び音質を調整するようオーディオ再生部１４を制御する。
【００３１】
以上のように本実施例のワイヤレスオーディオシステム１は、リモートコントローラ３を
操作することによって、ワイヤレスオーディオプレーヤ６から出力するオーディオ信号の
曲の選択、再生開始、再生停止、音量及び音質の調整を遠隔操作することができる。
【００３２】
次に、本実施例のワイヤレスオーディオシステム１の防犯機能動作について説明する。
【００３３】
図４は、各部屋においてワイヤレスオーディオプレーヤ６が窓開閉センサ２０に接続され
た状態を示す概略構成図である。図４に示すように、家屋内のリビングルーム、ベッドル
ーム、キッチン及びバスルームは、それぞれ窓２１が設置されている。各部屋の窓２１に
は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６（６－１～６－４）及び窓が開いたことを検出する
マグネットセンサから成る窓開閉センサ２０（２０－１～２０－４）が設置されている。
各窓開閉センサ２０は、導電ケーブル２２を介してワイヤレスオーディオプレーヤ６の外
部入力部１２と接続されている。なお、窓開閉センサ２０の代わりに、ガラスが破壊され
たときに生じる振動や衝撃音を検出するガラスセンサや、赤外線を用いて人間の体温を感
知し周囲の温度変化の変化を検出する熱センサを用いることで、窓が開いたことを検知し
ても良い。
【００３４】
図５は、本実施例に係るワイヤレスオーディオシステム１の防犯機能の動作フローに関す
る図である。
【００３５】
先ず、ワイヤレスオーディオシステム１のユーザーが、在宅時又は外出時に携行するスマ
ートフォン等のリモートコントローラ３に予め備えられたワイヤレスオーディオプレーヤ
６の操作に関するアプリケーションソフトウェアを起動する。ここで当該アプリケーショ
ンソフトウェアは、後述する防犯機能の動作を行う防犯機能プログラムを含んでいるもの
とする。リモートコントローラ３の表示部７は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作
に関するアプリケーションソフトウェアが起動されると、ワイヤレスオーディオプレーヤ
６の防犯機能を設定するための操作キーを表示する。本実施例のワイヤレスオーディオシ
ステム１における防犯機能の設定方法は、先ず、ユーザーは、リモートコントローラ３の
記憶部９に予め記憶されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作に関するアプリケーシ
ョンソフトウェアを起動する。ワイヤレスオーディオプレーヤ６の操作に関するアプリケ
ーションソフトウェアが起動されると、リモートコントローラ３の表示部７にワイヤレス
オーディオプレーヤ６の防犯機能を設定するための操作キーが表示される。操作キーは、
防犯機能の有効化（Ｏｎ）及び無効化（ＯＦＦ）についての設定を行うための操作キー、
防犯機能が有効化されている間に窓開閉センサ２０が窓が開けられたことを検知した場合
にどのような設定とするのかを選択するための操作キー、窓２１が開けられたことを検知
したことを示す検知信号を入力したワイヤレスオーディオプレーヤ６とは別のワイヤレス
オーディオプレーヤ６から人間の声を模した音声サンプルを再生するか否かについての設
定を行うための操作キー、及びリモートコントローラ３に窓２１が開けられたことを検知
したことを示す検知信号を送信するか否かについての設定を行うための操作キーである。
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ユーザーは、これらの操作キーを操作することで、ワイヤレスオーディオプレーヤ６の防
犯機能の設定を行うことができる。
本実施例において、防犯機能の設定としては、例えば、部屋の窓２１が開かれたことを検
知した場合にネットワーク４及びアクセスポイント５を介して接続された全てのワイヤレ
スオーディオプレーヤ６から警告音を一斉に再生する設定を第１の設定とし、また、部屋
の窓２１が開かれたことを検知した場合に検知信号を入力したワイヤレスオーディオプレ
ーヤ６とは別のワイヤレスオーディオプレーヤ６から人間の声の音声サンプルを再生する
設定を第２の設定とする。制御部１０は、表示部７の操作によって設定された防犯機能の
設定が第１の設定か、又は第２の設定であるかを記憶するよう記憶部９を制御する。表示
部７は、記憶部９に記憶されている設定された防犯機能を有効化するための操作キーを表
示する。ユーザーが、表示部７に表示された防犯機能を有効化する操作キーを操作するこ
とで、ワイヤレスオーディオプレーヤ６及び窓開閉センサ２０は、防犯機能の作動を開始
する（ステップＳ１）。
【００３６】
なお、ワイヤレスオーディオプレーヤ６の防犯機能については、ユーザーによって、リモ
ートコントローラ３上で防犯機能を有効化したのち、ワイヤレスオーディオシステム１の
防犯機能が作動開始するまでの時間を、任意に設定することができるようにしてもよい。
このことにより、リモートコントローラ３上で防犯機能を有効化したのち、ワイヤレスオ
ーディオシステム１の防犯機能が作動開始するまでに、一定の時間を有することで、ユー
ザーが家屋の中から玄関を通じて屋外へ出るまでの間に、ユーザー自身が窓２１を開けて
しまい誤って、防犯機能が作動してしまうことを防止できる。
【００３７】
ステップＳ１で、防犯機能の作動が開始すると、ワイヤレスオーディオプレーヤ６の外部
入力部１２に接続された窓開閉センサ２０は、各部屋の窓２１が開けられたか否かの検知
を行う（ステップＳ２）。
【００３８】
ステップＳ２において、窓２１が開かれたことを窓開閉センサ２０が検知した場合、窓開
閉センサ２０は検知信号を出力する。ワイヤレスオーディオプレーヤ６の外部入力部１２
は、窓開閉センサが出力した検知信号を入力する。ワイヤレスオーディオプレーヤ６の制
御部１６は、外部入力部１２が窓開閉センサ２０が出力した検知信号を入力した場合、予
め指定された設定に従い防犯対応を行うようワイヤレスオーディオプレーヤ６を制御し、
ステップＳ３及びステップＳ４に進む。
【００３９】
ステップ３において、防犯機能を開始する場合、予め記憶部９に記憶された防犯機能の設
定が「第１の設定」の場合はステップＳ３－１に進み、また、予め記憶部９に記憶された
防犯機能が「第２の設定」の場合はステップＳ３－２に進む。
【００４０】
ステップＳ３－１において、例えば、図４に示す窓開閉センサ２０－１から検知信号が出
力された場合、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－１の制御部１６は、オーディオ再生部
１４が記憶部１３に予め記憶されている警告音データを再生するよう記憶部１３及びオー
ディオ再生部１４を制御する。次に、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－１の制御部１６
は、オーディオ再生部１４によって再生された警告音信号をスピーカ部１５に出力するよ
う制御する。次に、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－１の制御部１６は、スピーカ部１
５が、オーディオ再生部１４から出力された警告音信号の入力を受け、入力を受けた警告
音信号を物理振動に変換しワイヤレスオーディオプレーヤ６－１の外部へ放音するように
制御する。また、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－１の制御部１６は、ネットワーク４
及びアクセスポイント５を介して接続された他のワイヤレスオーディオプレーヤ６－２～
６－４の各々に検知信号を送信するようネットワークインターフェース部１７を制御する
。
ワイヤレスオーディオプレーヤ６－２～６－４の制御部１６は、ワイヤレスオーディオプ
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レーヤ６－１が送信した検知信号を受信するよう制御する。次に、ワイヤレスオーディオ
プレーヤ６－２～６－４の制御部１６は、オーディオ再生部１４が記憶部１３に予め記憶
されている警告音データを再生し、再生された警告音信号をスピーカ部１５に出力するよ
う制御する。次に、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－２～６－４の制御部１６は、スピ
ーカ部１５がオーディオ再生部１４から出力された警告音信号を入力し、入力した警告音
信号を物理振動に変換し、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－２～６－４の外部へ放音す
るよう制御する。
【００４１】
このように、ステップＳ２において窓２１が開かれたことを窓開閉センサ２０が検知した
場合にネットワーク４及びアクセスポイント５を介して接続されている全てのワイヤレス
オーディオプレーヤ６から警告音を一斉に再生する設定により、例えば、家屋内の１階や
２階、リビングルームからベッドルーム、キッチン、バスルームといった広範囲に設置さ
れたワイヤレスオーディオプレーヤ６の全てから一斉に警告音が再生されるため、警告音
は大音量で再生されることとなり、空き巣を威嚇して退散させ、被害を未然に防ぐことが
できる。また、警告音が大音量で再生されることにより、近隣にも異常事態を知らせるこ
とができるため、近隣住民が通報を行うなどの対応を行うことも可能となり、空き巣を威
嚇し退散させ、被害を未然に防ぐことができる。
【００４２】
ステップＳ３－２において、例えば、図４に示す窓開閉センサ２０－１から検知信号が出
力された場合、ワイヤレスオーディオプレーヤ６－１は、ネットワーク４及びアクセスポ
イント５を介して接続されている他のワイヤレスオーディオプレーヤ６、例えば、ベッド
ルームに設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６－２に検知信号を送信するようにネ
ットワークインターフェース部１７を制御する。次に、ベッドルームに設置されたワイヤ
レスオーディオプレーヤ６－２の制御部１６は、外部入力部１２がリビングルームに設置
されたワイヤレスオーディオプレーヤ６－１が送信した検知信号を受信した場合、ワイヤ
レスオーディオプレーヤ６－２のオーディオ再生部１４が記憶部１３に予め記憶された人
間の声の音声データを再生するよう記憶部１３及びオーディオ再生部１４を制御する。次
に、ベッドルームに設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６－２の制御部１６は、オ
ーディオ再生部１４によって再生して得られた人間の声の音声信号をスピーカ部１５に出
力するよう制御する。次に、ベッドルームに設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６
－２の制御部１６は、スピーカ部１５がオーディオ再生部１４から出力された人間の声の
音声信号の入力を受け、入力を受けた人間の声の音声信号を物理振動に変換し、ワイヤレ
スオーディオプレーヤ６－２の外部へ放音するように制御する。
【００４３】
このように、ステップＳ２において窓が開けられたことを窓開閉センサ２０が検知した場
合に、窓開閉センサ２０から検知信号を入力したワイヤレスオーディオプレーヤ６とは別
のワイヤレスオーディオプレーヤ６から人間の声の音声サンプルを再生する設定により、
例えば、空き巣がリビングルームの窓を開けて侵入したときには、リビングルームとは別
の部屋であるベッドルームに設置されたワイヤレスオーディオプレーヤから人間の声の音
声サンプルが再生されることとなり、空き巣にあたかも隣の部屋には居住者が在宅してい
るかのように思わせることができるため、空き巣を威嚇し退散させ、被害を未然に防ぐこ
とができる。
【００４４】
ステップＳ４において、防犯機能を開始する場合、ワイヤレスオーディオプレーヤ６の制
御部１６は、外部入力部１２が窓開閉センサ２０が出力した検知信号を入力した場合、ネ
ットワーク４及びアクセスポイント５を介して、検知信号を検出したことをリモートコン
トローラ３に送信するように制御する。なお、検知信号を検出したことをリモートコント
ローラ３に送信する手段としては、ＷＡＮ、ＬＡＮ等のネットワーク４を用いるか、又は
ＷＡＮ、ＬＡＮ等のネットワーク４とともに、携帯電話回線等の通信手段を用いて送信す
るものとする。
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【００４５】
ステップＳ４において、リモートコントローラ３は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６が
送信した検知信号を受信した場合、空き巣の侵入を通知する旨を表示部７に表示する。表
示部７が空き巣の侵入を通知する旨の表示を行う態様については、以下のとおりである。
【００４６】
図６は、リモートコントローラ３上の表示部７に表示される侵入検知情報通知画面に関す
る図である。表示部７は、制御部１０の制御により、検知情報表示部７０１、位置情報表
示部７０２及び防犯対応表示部７０３を表示する。
【００４７】
リモートコントローラ３は、ワイヤレスオーディオプレーヤ６が送信した検知信号を受信
した場合、図６に示すように、表示部７の検知情報表示部７０１に空き巣の侵入が検知さ
れたことを表示する。これにより、ユーザーは、外出中であっても、空き巣の侵入を把握
することができ、警備会社へ連絡する、帰宅するなどの方法で防犯対応を行うことが可能
となる。
【００４８】
リモートコントローラ３の記憶部９は、予め家屋の間取り図のテンプレート、各部屋の名
称、各部屋に設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号、及び各部屋に設置
されたワイヤレスオーディオプレーヤ６に接続された窓開閉センサ２０の名称、の各項目
から成る部屋情報テーブルを記憶している。ユーザーは操作部８を操作することにより、
これらの項目ごとに任意の情報を入力又は書き換えることができる。間取り図のテンプレ
ートは、例えば、家屋が、「１階西側の部屋」、「１階東側の部屋」、「２階西側の部屋
」及び「２階東側の部屋」といった位置関係にある４つの部屋から成る間取りであること
を示す図である。各部屋の名称は、例えば、「リビングルーム」、「ベッドルーム」、「
キッチン」、「バスルーム」といった名称である。各部屋に設置されたワイヤレスオーデ
ィオプレーヤ６の個体番号は、例えば、「Ａ社製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０
００１」「Ａ社製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０００２」「Ａ社製オーディオプ
レーヤ　シリアル番号：０００３」「Ａ社製オーディオプレーヤ　シリアル番号：０００
４」といった情報である。ユーザーは、リモートコントローラ３の記憶部９に記憶された
個体番号を任意の情報に書き換えることができる。例えば、記憶部９に記憶された個体番
号を、操作部８を操作して文字情報を入力することによって、「リビングルームのオーデ
ィオプレーヤ」と書き換えることができる。各部屋に設置されたワイヤレスオーディオプ
レーヤ６に接続された窓開閉センサ２０の名称は、例えば、「リビングルームの窓開閉セ
ンサ」、「ベッドルームの窓開閉センサ」、「キッチンの窓開閉センサ」、「バスルーム
の窓開閉センサ」といった名称である。
【００４９】
記憶部９は、部屋情報テーブルの各項目を関連付けて記憶しており、一の項目を特定した
場合、関連付けられた他の項目の情報が特定される。例えば、間取り図上の「２階西側の
部屋」を特定した場合、２階西側の部屋に関連づけられた部屋の名称である「リビングル
ーム」、部屋に設置されたワイヤレスオーディオプレーヤ６の個体番号である「Ａ社製オ
ーディオプレーヤ　シリアル番号：０００１」、及び部屋に設置されたワイヤレスオーデ
ィオプレーヤ６に接続された窓開閉センサ２０の名称である「リビングルームの窓開閉セ
ンサ」、といった情報が特定される。
【００５０】
図６に示すように、リモートコントローラ３の表示部７の位置情報表示部７０２は、予め
記憶部９に記憶された間取り図のテンプレートを表示するとともに、記憶部９に、間取り
図上の各部屋に関連付けられた各部屋の名称を表示する。リモートコントローラ３がワイ
ヤレスオーディオプレーヤ６が送信した検知信号を受信した場合、検知信号を受信した当
該ワイヤレスオーディオプレーヤ６と関連付けられて記憶部９に記憶されている間取り図
上の部屋の位置を特定して、空き巣の侵入が検知されたことを表示する。これにより、ユ
ーザーは、外出中であっても、空き巣がどの部屋から侵入したかを知ることができ、例え
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ば、警備会社へ対応を依頼するに際して空き巣が侵入した部屋についての情報を提供でき
るため、より迅速に防犯対応を行うことが可能となる。
【００５１】
また、図６に示すように、リモートコントローラ３の表示部７の防犯対応表示部７０３は
、ワイヤレスオーディオプレーヤ６が送信した検知信号を受信した場合、予め設定された
防犯対応を行っていることを表示する。これにより、例えば、ユーザーは警備会社へ対応
を依頼するに際して、現在ワイヤレスオーディオシステムが行っている対応についての情
報提供することができるため、警備員がより迅速に状況を把握することができ、より迅速
な対応を行うことが可能となる。
【００５２】
以上のように、本実施例のワイヤレスオーディオシステム１は、ユーザーが防犯機能の設
定の有効化を行うことで、留守中の家屋内の各部屋において侵入者による窓の開閉がされ
たか否かについての検知が開始され、窓の開閉が検知された場合、ワイヤレスオーディオ
プレーヤ６が警告音又は人間の声の音声サンプルを発生して空き巣を威嚇して退散させる
と共に、ユーザーが携行するリモートコントローラ３に検知信号を送信することで、ユー
ザーは帰宅する又は警備会社へ連絡をするといった対応を行うことができる。
【００５３】
また、本実施例のワイヤレスオーディオシステム１は、図３に示すように、オーディオを
出力する通常のワイヤレスオーディオプレーヤの構成を用いるのみで防犯機能を備えるこ
とができるため、ユーザーは特別な防犯用装置の設置工事や購入を行う必要なく、ホーム
セキュリティシステムを構築することができる。
【００５４】
以上、本発明の実施の形態について説明した。
【００５５】
なお、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の
変形が可能である。
【００５６】
上記実施例では、図３に示すとおり、ワイヤレスオーディオプレーヤ６は、外部入力部１
２、記憶部１３、オーディオ再生部１４、スピーカ部１５、制御部１６、ネットワークイ
ンターフェース部１７、電源部１８、の全てを一つの装置内に備える形態としたが、これ
に限らない。例えば、ワイヤレスオーディオプレーヤ６がワイヤレスアンプ装置とワイヤ
レススピーカ装置から構成されるものとし、ワイヤレスアンプ装置が、外部入力部１２、
制御部１６、ネットワークインターフェース部１７、電源部１８、を備え、ワイヤレスス
ピーカ装置が記憶部１３、オーディオ再生部１４、スピーカ部１５、制御部１６、ネット
ワークインターフェース部１７、電源部１８を備えるものとし、ワイヤレスアンプ装置の
外部入力部１２が窓開閉センサ２０から出力される検知信号を入力し、ワイヤレスアンプ
の制御部１６は、ネットワークインターフェース部１７を介してワイヤレススピーカ装置
に対して検知信号を送信し、ワイヤレススピーカ装置のネットワークインターフェース部
１７がワイヤレスアンプ装置が送信した検知信号を受信し、ワイヤレススピーカ装置のオ
ーディオ再生部１４が、記憶部１３に予め記憶された警告音データや人間の声の音声サン
プルデータを再生した上で、スピーカ部１５がワイヤレススピーカの外部へ放音するよう
に制御する構成でもよい。
【００５７】
また、上記実施例では、防犯機能の設定については、ユーザーはリモートコントローラ３
上から行うこととしたが、これに限られない。例えば、ワイヤレスオーディオプレーヤ６
に備え付けられたボタンを押下することにより防犯機能の設定を開始する形態としてもよ
い。また、例えば、ワイヤレスオーディオプレーヤ６に音声認識機能を備えるものとし、
ユーザーがワイヤレスオーディオプレーヤ６に対して、予め記憶部１３に記憶された所定
の音声指令を発することにより、制御部１６が防犯対応の設定を行うように制御する構成
でもよい。これにより、ユーザーは在宅時で手元にリモートコントローラ３を保持してい
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ない場合でも、口頭で音声指令を発することで防犯対応の設定を行うことができるため、
セキュリティシステムの設定に際しての利便性がより向上する。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、オーディオプレーヤを備えたオーディオシステムに有用に用いることができ
る。
【符号の説明】
【００５９】
１　ワイヤレスオーディオシステム、２　メディアサーバ、３　リモートコントローラ、
４　ネットワーク、５　アクセスポイント、６　ワイヤレスオーディオプレーヤ、７　表
示部、７０１　検知情報表示部、７０２　位置情報表示部、７０３　防犯対応表示部、８
　操作部、９　記憶部、１０　制御部、１１　ネットワークインターフェース部、１２　
外部入力部、１３　記憶部、１４　オーディオ再生部、１５　スピーカ部、１６　制御部
、１７　ネットワークインターフェース部、１８　電源部、１９　ＡＣ電源、２０　窓開
閉センサ、２１　窓、２２　導電ケーブル

【図１】 【図２】
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